
 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 

女性社員を含めた全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を

策定する。 

 

 

計画期間 

 令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの４年間 

 

 

内容 

目標１：女性従業員を１０名採用する。 

 

対策 

 令和５年４月～ 人財ニーズの把握と配置の検討 

 令和６年４月～ 採用状況の把握と改善等の検討 

  
公開データ 

①労働者に占める女性労働者の割合 

全労働者 ２６％ 

正社員 ２０％ 

パート・有期社員 ５９％ 

 


